
医療機関のせいで患者の生命 ・ 身体に悪い
結果が生じたという場合には２通りあります。 医
療機関が積極的に行った診療行為によって悪い
結果が生じた場合と医療機関が行わなければな
らない診療行為を行わなかったがために悪い結
果が生じた場合です。 後者を不作為型と呼ぶこ
とにします。

因果関係の立証の基本的な考え方は作為型
でも不作為型でも変わりません。 不作為型の事
案でもルンバール事件の基準が引用されていま
す（最判平成 11 年 2 月 25 日民集 53 巻２号
235 頁）。

因果関係論　２　不作為型の因果関係

中小企業法務研究会　医療訴訟部会　弁護士　山岸　佳奈

　　　1　　不作為型の因果関係

　　　２　　不作為型の問題点

もっとも、 具体的な因果関係の立証となると、
不作為型の場合には特に問題が生じます。 「あ
る特定の治療をしなかったがために悪い結果が
生じた 」 というためには、 逆に 「ある特定の治
療を行えば悪い結果が生じなかった 」 と言わな
ければなりません。 しかし、悪い結果が生じなかっ

たと確信を持って言える場合は多くありません。
例えば、 もともと癌を患っている人が亡くなったと
いう場合、 もしある特定の治療をしていればもっ
と生きられたと言えるのか、 というとよく分からなく
なってしまいます。

　　　3　　不作為型の立証の程度

（１）考え方
　不作為型で死亡したという場合、 患者側はど
こまで立証しなければならないでしょうか。 もしあ
る特定の治療をしていれば生きられたはずの期
間を立証しなければならない（①）でしょうか。
それとも、 どれくらい生きられたかは分からないけ
れども少なくとも現に発生した死亡の時点におい
ては生存していたはずだということで足りる（②）
のでしょうか。

　
　（2）　最高裁平成 11 年判決
　　前出の判例は、 医師が肝細胞癌を見落とし
たという事案ですが、 「医師が注意義務を尽くし
て診療行為を行っていたならば患者がその死亡
の時点においてなお生存していたであろうことを
是認し得る高度の蓋然性が証明されれば、 医
師の右不作為と患者の死亡との間の因果関係
は肯定される」 とし、 「いかほどの期間生存しえ

たかは、 主に得べかりし利益その他の損害の額
の算定にあたって考慮されるべき事由である」と
述べています。
　この判決については、 解釈が以下のア ・ イの
通り分かれています（参照：潮見佳男（2009）
『不法行為法Ⅰ 〔第 2 版〕』 信山社出版株式
会社）。
　ア　「生命侵害」 の意味を 「生存期間の喪失」
と捉えた上で、 「生命侵害」 とは別の法益侵害
として新たに 「死亡の時点において生存していた
可能性の侵害」 というものを作り出したとする見
解です。
　イ　 「生命侵害」 の意味を 「死亡時点におい
て生存していた可能性」 の意味で捉えなおした
うえで、 「高度の蓋然性」 の立証が事実上不
可能である点を考慮し、 医師の過失と 「生命
侵害」 との間の因果関係の立証面での軽減を
導いたとする見解です。
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上 記 ア の 見 解 に よ れ ば、 医 師 の 過 失 と 「 生
命 侵 害 」 の 因 果 関 係 を 立 証 す る に は、 生 き ら
れ た は ず の 期 間 を 立 証 し な け れ ば な ら な い（ 上
記①の考え方）ことになると思われます。 一方、
上 記 イ の 見 解 に よ れ ば、 医 師 の 過 失 と 「 生 命

侵 害 」 の 因 果 関 係 を 立 証 す る に は、 現 に 発 生
した死亡の時点においては生存していたはずだと
い う こ と で 足 り る（ 上 記 ② の 考 え 方 ） こ と に な る
と思われます。

　

　　　４　　相当程度の可能性

そ の 後、 最 高 裁（12 年 9 月 22 日 民 集
54 巻 7 号 2574 頁 ） は、 診 療 当 時 既 に 相
当 増 悪 し た 心 筋 梗 塞 に み ま わ れ て い た 患 者 の
ケ ー ス で、 「 疾 病 の た め 死 亡 し た 患 者 の 診 療 に
当 た っ た 医 師 の 医 療 行 為 が、 そ の 過 失 に よ り、
当 時 の 医 療 水 準 に か な っ た も の で な か っ た 場 合
において、 右医療行為と患者の死亡との間の因
果関係の存在は証明されないけれども、 医療水
準にかなった医療が行われていたならば患者がそ
の死亡の時点においてなお生存していた相当程
度 の 可 能 性 の 存 在 が 証 明 さ れ る と き は、 医 師
は、 患 者 に 対 し、 不 法 行 為 に よ る 損 害 を 賠 償

する責任を負う」 と判示しました。
これは、 「生命侵害」 とは別に 「死亡の時点

においてなお生存していた相当程度の可能性の
侵 害 」 と い う も の を 責 任 の 根 拠 と す る こ と を 認 め
たものです。 医師の過失と 「生命侵害」 との間
の因果関係が認められない場合であっても、 「死
亡の時点においてなお生存していた相当程度の
可 能 性 」 が 立 証 で き れ ば、 そ の 侵 害 を 理 由 に
損害賠償請求が認められることになります。

　　　　　　　　　　　　　以　上

４　　　Eimei  Law  News 

　※お詫びと訂正※
　前回 2015 年４月号の Eimei Law News（冊子版）の６頁、 山岸佳奈先生の論文の表題が、 『医療訴訟の過失論７』 となって
　いますが、　正しくは 『因果関係論１』 です。 訂正して、 お詫び申し上げます。
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